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区域指定前後の許可手続き フロー図 

（１）宅造許可を取得している（または申請中）場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-a  区域指定時に旧法の許可取得済 

旧法 規制区域内 盛土規制法 規制区域内 

令和７年５月２６日 

盛土規制法の規制開始 
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(1)-b  区域指定時に旧法の申請中（許可前） 

旧法 規制区域内 

盛土規制法 規制区域内 

令和７年５月２６日 

盛土規制法の規制開始 
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旧法 規制区域内 
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※区域指定日より前又は以降のどちらに着手し

ても必要となる手続きはありません 

（２）開発許可を取得している（または申請中）場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)-a  旧法規制区域内で区域指定時に開発許可取得済 

旧法 規制区域内 盛土規制法 規制区域内 

令和７年５月２６日 

盛土規制法の規制開始 

 

 

開
発
許
可
申
請 

(２)-b  旧法規制区域内で区域指定時に開発許可申請中（許可前） 

盛土規制法 規制区域内 

令和７年５月２６日 

盛土規制法の規制開始 
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※ 

※ 盛土規制法のみなし許可となる場合は、追加書類

の提出が必要となる場合があります。 
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盛土規制法のみなし許可 



 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

※盛土規制法の許可申請の際、開発許可を受けた内容の 

変更を伴う場合は、開発変更許可申請が必要です。 

 

 

(２)-ｃ  旧法規制区域外で区域指定時に開発許可取得済（工事着手済） 

盛土規制法 規制区域内 

令和７年５月２６日 

盛土規制法の規制開始 
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(２)-ｄ  旧法規制区域外で区域指定時に開発許可取得済（工事未着手） 

盛土規制法 規制区域内 

令和７年５月２６日 

盛土規制法の規制開始 
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※１ 令和７年６月１６日まで 

※２ 届出内容を大幅に超える規模への変更であれば、

改めて盛土規制法の許可が必要となる場合があります 

開
発
変
更
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（３）開発許可又は宅造許可を要さないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 ※令和７年６月１６日までに届出 

 

 

★盛土規制法に基づく中間検査、定期報告を要する工事内容 

 

(３)  旧法規制区域の内外に関わらず、新たに

盛土規制法の対象となる工事（工事着手済） 

旧法 規制区域内or外 

令和７年５月２６日 

盛土規制法の規制開始 

 

 

盛土規制法 規制区域内 
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届出内容を大幅に超え

る規模への変更があれ

ば改めて盛土規制法の

許可が必要となる場合

があります。（例：変更

部分がそれ単体で規制

対象規模になる場合） 

区域指定日より前に工事着手していない場合は、盛土規制法による許可申請が必要と

なります。 

 

 

【定期報告（許可後３ケ月ごとに提出】 

１．盛土で高さが２ｍ超の崖を生ずるもの 

２．切土で高さが５ｍ超の崖を生ずるもの 

３．盛土と切土を同時に行い、高さが５ｍを超の崖を生ずるもの（１、２を除く） 

４．盛土で高さが５ｍ超となるもの（１，３を除く） 

５．盛土又は切土をする土地の面積が３，０００㎡超となるもの（１～４を除く） 

６．最大時に堆積する高さが５ｍ越かつ面積が 1,500 ㎡超となるもの 

７．最大時に堆積する面積が 3,000 ㎡超となるもの 

 

【中間検査】 

上記工事に加え盛土前又は切土後の地盤面への暗渠排水管の設置を行う場合 

 

※都市計画法の開発許可を伴う場合は、木更津市に提出。それ以外は千葉県に提出 


